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新年明けましておめでとうございます。
本年度より会長を仰せつかりました小谷哲雄でございます。よろしくお願いいたします。
会員の皆様、並びに関係各位におかれましては、健やかに令和８年の輝かしい新春を迎えられたことと、心よ

りお慶び申し上げます。皆様方におかれましては、日頃より高圧ガスに係わる事故防止と保安の維持に特段のご
努力とご尽力、また当協議会事業全般にわたりご支援ご協力を賜り誠にありがとうございます。改めまして心よ
り感謝御礼申し上げます。

さて、昨年を振り返りますと、アメリカでは１月に「アメリカ・ファースト」を掲げるトランプ政権が発足、
日本では１０月に女性初総理となる高市政権発足という政治面での大きな変化がありました。関税問題などで世
界が揺るがされているのに対して日本はどう対応していくのか注目されるところとなっています。

一方、開幕前は批判が多かった大阪府夢洲での「大阪・関西万博」が４月に始まり、記録的な猛暑も乗り越え
て閉幕すると万博ロスが発生するほどの一大イベントとして盛り上がりました。個人的には私も２度目の万博訪
問をすることができてとても良い思い出になりました。また、残念ながら１月の埼玉県八潮市での道路陥没事故、
２月に岩手県大船渡市山林火災、５月には東京都江戸川区アセチレンガス容器爆発事故、そして秋以降の各地で
クマ等の野生動物被害の多発など、いろいろな災害も発生しました。いつどのような災害が発生するかを予測す
ることはとても難しいことですが、防災という言葉の意味をとても大きく感じます。

そのような中、当高圧ガス防災協議会の事業も５月の第 13 回通常総会から始まり、県内６地区で行政・警察・
消防・防災事業所連絡会議の開催、１３回の高圧ガス運送基準指導講習及び運送指導員講習の実施、２回の高圧
ガス移動監視者検定の運営、例年の高圧ガス運送車両の点検指導、毎年の一大イベントであります高圧ガス地震
防災緊急措置訓練を１０月に横須賀市で神奈川県、神奈川県警察、横須賀市消防局を始め、各高圧ガス保安団体
と事業所の協力を得まして挙行いたしました。その他にもミニ防災訓練や研修会の実施、高圧ガス運送基準の改
訂作業、関連団体との保安大会の開催や参加などを事業として進めて参りました。そして、これら数々の事業も
各会員事業所の協力をいただくことで執り行うことができていますこと、同時に防災意識を高めることにもつな
がっていることで災害を未然に防ぐことができているものと信じ、日頃のご努力に誠に感謝しております。本年
も引き続きご協力を願うものであります。

当協議会といたしましては、神奈川県ご当局並びに警察・消防関係機関との連携体制、高圧ガスの運送・移動
に係わる講習及び教育、防災出動訓練などを少しでも充実させ、すべての高圧ガスに携わる事業所から事故や被
害が無くなるように努力して参りたく存じます。

引き続き、会員並びに関係各位のご支援ご協力をお願いするとともに、本年も皆様にとって健康で事故・災害
の無い明るく希望にあふれる年となりますようご祈念申し上げ新年のご挨拶とさせていただきます。

新年のご挨拶
令和8年 1月吉日

公益社団法人　神奈川県高圧ガス防災協議会

会　長　　小谷　哲雄



新年あけましておめでとうございます。
公益社団法人 神奈川県高圧ガス防災協議会会員の皆様には、令和８年の新春を健やかにお迎えのこととお慶

び申し上げます。
また、日頃から皆様には、神奈川県の高圧ガス防災事業について、自主保安活動を積極的に展開していただ

くとともに、本県の高圧ガス保安行政に、ひとかたならぬお力添えを頂き、厚くお礼申し上げます。
貴協議会におかれましても、「高圧ガス運送基準指導講習会」や「運送指導員講習会」の開催など、高圧ガス

に携わる人材の育成、防災意識の向上に努めてこられましたこと、改めて感謝申し上げます。
こうした御尽力の一方で、旧年中は、県内でＬＰガス運送途上における容器落下・漏洩事故が１件発生して

います。
高圧ガス運送中の事故は、市街地で発生することも多く、この場合、影響が大きくなるおそれがあるため、

安全確保に向けた取組を今後ともよろしくお願いいたします。
また、旧年中の 10 月８日に横須賀市内で開催した「第 53 回高圧ガス地震防災緊急措置訓練」においては、

貴協議会からの訓練の運営における御協力に加え、空気呼吸器装着訓練及び高圧ガス運送途上における緊急措
置訓練に御参加いただき、日頃の鍛錬の成果が十分に発揮され、大変有意義なものとなりました。

特に高圧ガス運送途上における緊急措置訓練は、ガスの漏えい、拡散を想定した緊急措置、除害活動等など
に係る実践的な訓練で、警察や消防との連携を再確認できました。

貴協議会は、警察、消防をはじめ、関係機関との緊密な連携・協力のもと、50 年以上にわたり、運送途上に
おける高圧ガスの災害防止に努めてこられました。

大規模な地震などの災害が発生した場合、高圧ガスの保安の確保は、ライフラインなどの復旧に不可欠なも
のであり、皆様に期待される役割は非常に大きいものがございます。今後とも、運送途上の事故防止に向けた
取組をお願いいたします。

最後に貴協議会の益々の御発展と、会員の皆様の御健勝をお祈りするとともに、この一年が事故災害ゼロの
明るい一年になることを祈念して、新年の挨拶とさせていただきます。
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令和７年度（第20回）神奈川県高圧ガス火薬類保安大会
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令和 7 年度（第 20 回）神奈川県高圧ガス火薬類保安大会が 10 月 23 日（木）横浜市開港記念会館（講堂）にて開催さ
れ、当協会からは会長表彰として 5 件（4 事業所、１人）受賞されました。

また、今年も昨年同様に表彰式（知事表彰、各団体長表彰）と記念講演を加えての開催となりましたが、祝賀パーティー
は今年も中止となりました。

● 表彰式

〈演題〉　「大規模火災におけるドラゴンハイパー・コマンドユニットの有用性について」
〈講師〉　横浜市消防局 保土ヶ谷消防署 西谷消防出張所 第二係長 消防司令　稲生 誠氏

● 記念講演

〔公益社団法人神奈川県高圧ガス防災協議会　会長表彰〕（敬称略）

楠原輸送株式会社保安功労事業所

株式会社 三春商会優良防災事業所

大光陸運株式会社保安功労事業所

株式会社 星医療酸器保安功労事業所

野口 光雄（楠原輸送株式会社）保安功労者



2025 年度（第 53 回）神奈川県高圧ガス地震防災緊急措置訓練が横須賀市旧横須賀市立上の台中学校において 10 月 8 日
（水）午後開催されました。当日の訓練は青木くらし安全防災局防災監（訓練本部長）の開会挨拶にはじまり、「高圧ガスの
燃焼特性の紹介：（一社）神奈川県高圧ガス保安協会」、「高圧ガス基本措置訓練：（一社）神奈川県高圧ガス流通保安協会、

（公社）神奈川県高圧ガス防災協議会」、「高圧ガス地震防災訓練（LP ガス緊急措置、復旧訓練）：（公社）神奈川県 LP ガス
協会」、「高圧ガス地震防災訓練（運送途上緊急措置訓練）：（公社）神奈川県高圧ガス防災協議会」と訓練が順次進み、最後
に（公社）神奈川県高圧ガス防災協議会小谷会長の閉会挨拶をもって無事、終了となりました。今年度は当協議会担当の運
送途上事故対応訓練時に昨年度のように生憎の降雨に見舞われることもなく、天候に恵まれ、実践に即した形で対応処置に
当たる参加者の熱意を見学者に披露できたと思います。因みに当日の訓練参加総数（見学者含む）は２４５名でした。

また、当日の準備作業など参加事業所の皆様や関係者に様々なご助勢をいただきましたこと、感謝申し上げます。

これまで企画部会事業の一環で 2017 年度まで他県の防災訓練や防災関連施設見学を「県外見学研修会」（１泊２日の視
察）として実施しておりましたが、2018 年度以降は自然災害（台風、洪水等）やコロナ禍の影響を受けて止む無く中止い
たしておりました。昨今、世情も落ち着いてきたことを踏まえ、先ずは参加者の負担を減らした形で事業再開することから
始めるということが 4/23 の第１回広報分科会で協議・決定されたことを受け、去る 11/7（金）午後、横浜市民防災セン
ターにて地震・火災・風水害に関する各種体験ツアーに参加しました。当日の参加者は８名に留まりましたが、各自日頃で
はなかなか体験できない経験をし、認識を新たにしました。

2025年度（第53回）神奈川県高圧ガス地震防災緊急措置訓練

2025年度体験見学研修会（従来の県外研修見学会相当）報告
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〈 挨拶、集合他 〉  〈 空気呼吸器装着訓練 〉

〈 運送途上緊急措置訓練 〉



本年度の運送員 / 運送指導員講習事業は 12 月 4 日の横浜：鶴見公会堂をもって終了しました。
本年度も昨年同様、従来の 7 会場に戻し、また、今年度も県西地区小田原会場で運送指導員講習を実施しました。

　2025年度運送員及び運送指導員講習会の開催実績報告
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県　央県　西川　崎 横　三

横　浜（神奈川） 湘　南 横　浜（鶴見）

※今年度も県央地区講習受講者集中への対応も含め、県西地区での指導員講習追加（2022年までは運送員講習のみ開催）
　など、県西、湘南、横浜各地区への分散を図りました。来年度以降も同様の状況が想定されますので皆様のご理解とご協力
　をお願いします。

　今年度実施中の「高圧ガス運送基準改訂」は今年に入り、延べ13回の委員会、作業部会を開催し新基準の骨子を纏め、現段
階では外部有識者（行政等）を招聘しアドバイス、意見をいただきながら、更に詳細部分の修正に入っています。今後、条文の解説
や講習会資料への展開など作業を継続し、法体系や現状の運用状況に即した基準造りを目指して関係者一同注力します。

ミニ防災訓練の実施事業所と実施日

　高圧ガス運送基準改訂作業報告

※川崎会場は午前/午後入替制で運送員講習を２回実施しました。

2025 年度のミニ防災訓練は、予定事業所における諸事情等により、６地
区のうち、横浜、県央を除く 4 地区での実施または予定しています。
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2025年度危険物運搬車両に対する路上取締りの実施結果について

１ 実施期間
2025年11月1日から11月30日までの30日間

２ 実施内容
この路上取締りは、警察庁生活安全局の協力依頼に基づき、実施しているものです。
2023年度より実施期間の定めがなくなりましたが、11月に取締りを実施しました。
取締りの内容は、これまでと変わらず、危険物（火薬類､高圧ガス､消防危険物､毒物及び劇物､放射性同位元素）を運搬
している車両を対象に県（消防保安課及び関係地域県政総合センター環境部）又は指定都市消防局（横浜市、川崎市、
相模原市）、警察及び消防機関が合同で実施しています。

３ 高圧ガスに係る路上取締り実施結果概要
⑴ 2025年度実施結果

　路上取締りを行った33台のうち５台に違反があり、その内、一般高圧ガス運搬車両が３台、液化石油ガス運搬車両
が２台でした。また、運搬形態別の違反件数は、タンクローリー車が０台、その他(バラ積み)の車両が５台でした。

なお、違反車両の業態別内訳は、次のとおりとなりました。

表１．路上点検結果総括表

表2．違反車両の内訳
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問合せ先　 神奈川県くらし安全防災局防災部　消防保安課 工業保安グループ
電　　話 　０４５（２１０）３４７５（直通）

本年度の傾向

■本年度は、運送員保安講習未受講とイエローカード不携帯が目立ちました。
■販売店は消費者である工事業者等に対し、高圧ガスの移動に関する基準の周知をする立場ですので、販売
　時に周知文書等を用いて移動時の注意事項等をしっかり伝えてくださるよう、今一度確認をお願いします。

⑶ 県からのお願い
高圧ガス移動に関わる事業者の皆様におかれましては、今後とも高圧ガス保安法第 23 条（移動）で定める保安

上必要な措置及び技術上の基準の遵守と、安全運転をお願いします。
また、県では法令に加え、「神奈川県高圧ガス保安法行政指導指針」により、神奈川県内の高圧ガスの運送者に

対して、公益社団法人神奈川県高圧ガス防災協議会が実施する運送者向けの講習を、決められた期間内に受講する
ことなどを定めています。少量高圧ガス移動車を除く全ての高圧ガスの運送にあたり、御受講いただきますようお願い
いたします。

（参考）過去５年間の路上取締りの結果一覧

⑵ 2025 年度路上取締りに係る違反・不備による指導の内容
違反及び不備事項は、次のとおりです。

違反事項

■後部警戒票未掲出
■イエローカード不携帯
■消火器（可燃性・酸素）、資材（可燃性・酸素）、
　工具（可燃性・酸素）不積載
■転倒防止措置未実施
■危険物（軽油）との混載

不備事項

■運送員保安講習未受講
■防災事業所一覧の最新版への未更新



※「所定の様式」はホームページからもダウンロードできます。

● 社名変更　● 組織変更　● 住所変更　● 電話/ FAX 番号変更　● 協議会ご担当者変更等
【事務局：電話 045-212-1454　　FAX 045-212-1455】　　

E-mail：jimu@kanagawa-bousai-hpg.or.jp
URL：https://www.kanagawa-bousai-hpg.or.jp

協議会からの“お知らせ”と“お願い”

事務局までお知らせ・ご連絡をお願いします。
　社名、住所、組織変更等及び人事異動による変更等がありましたら、お手数ですが所定の様式に必要事項を
ご記入のうえ、防災協議会事務局宛お送りください。
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2025 年度第４回高圧ガス移動監視者講習会開催予定
〔指定する高圧ガス（可燃性、酸素、毒性、液化石油、特殊高圧の各ガス）を一定数量以上移動（輸送）するには『高圧ガス
移動監視者』の資格が必要となります。〕

※2023（令和5）年度より当該講習はオンライン講習となっています。次年度予定等は次号以降または当協議会ホーム
ページにて逐次お知らせします。（申込方法等の変更に十分ご注意ください。）

2026 年度講習会（運送員・運送指導員）日程及び会場（予定）

注）各回とも、開催日、会場が変更となる場合がありますので、直近の案内書、協会ホームページ等でご確認ください。
※第１回川崎会場は午前/午後入替で運送員講習を２回開催予定。
※第３回小田原会場は指導員講習（午後）を今年度同様に追加開催予定。

2026 年度「行政・警察・消防・防災事業所連絡会議」実施予定日

注）会場予約が5～6か月前の為、会場、開催日が変更になる場合がありますので、直近のご案内等でご確認ください。


